
 

 

 

  新年度に入り、２ヶ月が経過しました。シルバー事業の 

推進に当たっては、会員の安全就業が基本です。「安全は全て 

に優先する」が前提であり、体調管理を怠ることなく、『自分 

の身は自分で守る』 を基本に安全対策を行って下さい。 

残念なことに 5 月に入り傷害事故１件発生しました。除草作業中の飛び石によるケガです。決

められたルールを守って安全就業（基本行動励行）を心がけましょう。 

 

 

  去る 5月 25日（月）に第 1回安全適正委員会が開催されました。 

平成２７年度の安全適正就業関係の事業実施計画及び前年度から継続 

事項である安全就業への取組みについて活発な議論がなされました。 

《平成 27年度 安全適正就業実施事業計画》 

開 催 項 目 内  容 回 数 開催時期・場所 

委員会の開催 
安全適正委員会開催 4回/年 5月・9月・12月・3月 

安全適正委員会三役会議 1回/月 第 4月曜日 

安全就業推進大会参加 県シルバー連合会主催 1回/年 7月 16日（木） 

交通安全マナー研修 危険予測・緊急時の操作等習得 1回/年 10月 9日（金）津市 

安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙ実施（地区別） 

草 刈（４ヶ所予定） 1回/年 6月～8月 

剪 定（  〃  ） 1回/年 10月～12月 

企 業（４企業予定） 1回/年 2月～3月 

安全就業研修会 就業会員対象 2回/年 8月 29日（土）・1月 22日（金） 

安全就業の取組み 

① 「ヒヤリ・ハット」の取組み（事例を共有し、重大な災害や事故を防止） 

② 「声かけ・声だし」の徹底 

③  保護具の完全着用 

④ 「安全就業だより」の発行（年４回） 

《安全就業の取組み（前年度からの継続事項）》 
 
＜安全適正委員会で対応＞ 
① 安全適正就業研修会の開催（年２回／８月・１月） 
② 「安全就業だより」、「事務局だより」で啓発 
③ 事故当事者には年２回開催の安全適正研修会に必ず出席（１回）させること 
④ 安全パトロールの強化（職群班担当理事の出席） 
⑤ 屋外作業に係る作業機械取扱い講習の実施（検討する） 

＜会員対応＞ 
⑥ 「声かけ・声だし」、「ヒヤリ・ハット」の取組み 
⑦ 保護具の完全着用 
⑧ 屋外作業に係る「呼び子（笛）」携帯の推進 
⑨ 事故当事者は、「事故状況報告書」を提出すること（会員就業規則第 10条第 2項） 

 

  

 例年、国が実施する「全国安全週間（７月１日～７月７日まで）」に合わせ、全シ協において７

月を安全・適正就業強化月間と定め、全国で様々な取組みが展開されております。県シ連において

も７月１６日（木）に三重県安全就業推進大会が開催されますので、安全適正委員が参加し安全意

識を高め合い、当センターの就業事故防止に繋げていきたいと思います。 

いなべ市シルバー人材センター 安全適正委員会 

シルバー事業 4～5月発生分 年度累計 

傷害事故 1 1 

賠償事故 0 0 

計 1 1 

 いなべ市シルバースローガン 

守ること しっかり守って 事故はなし 

 平成 27年 6月号（毎年 3・6・9・12月発行） 

安安安全全全就就就業業業だだだよよよりりり   

「見逃すな ヒヤリで済んだ あの経験」 （全国シルバー事業協会 統一スローガン） 

平成２７年度 第１回安全適正委員会の報告 

＊事故の発生状況 H27年 5月末現在＊ 


